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　政府には憲法の平和主義、専守防衛の原則を堅持した上で、国民の生命、財産並びに我
が国の領土、領海及び領空を守る観点から、安全保障政策を構築する責任がある。
　しかし、平成27年５月15日、政府が通常国会に上程した「平和安全法制整備法案」「国
際平和支援法案」は、戦後70年間、平和憲法の下で我が国が貫いてきた「専守防衛」「海
外での武力行使はしない」という原則を大転換するものである。また、「自衛隊法」「武力
攻撃法」「ＰＫＯ法」など 10本の法律の改正案を一括して「平和安全法制整備法案」とし
て提出している。この政府の姿勢は、「国民への丁寧な説明を」と言いながらそれを怠り、
国会での徹底審議を避けて、法改正を強行しようとするものであって、到底容認できるも
のではない。これらの法案では、機雷掃海、後方支援など自衛隊の活動内容・地域とも大
幅に拡大されるため、他国の武力行使との一体化につながり、危険な活動に自衛隊員を送
り出すことになる。
　「平和安全法制整備法案」は、平成26年７月の閣議決定に基づく「集団的自衛権の行使」
を含む法案である。これについての政府見解は「新３要件」を満たせば、「集団的自衛権」
を行使できる、つまり他国に対する武力攻撃発生時に自衛隊が出動することを可能にする
というものであるが、国会での議論では、その新３要件は曖昧で、歯止めとして機能して
いるとは言えない。平成27年６月４日に開催された衆議院憲法審査会においては、参考人
の憲法学者全員から、「集団的自衛権の行使」及びこれらの法案については、「憲法違反で
ある」との指摘がなされた。さらに世論調査によれば、８割以上の国民が政府の説明を不
十分と考えており、今国会での法制成立に反対する声は約６割ある（平成27年６月20日・
21日　共同通信社調査）。国民の理解があまりにも不足したこの状況で、拙速な審議や採
決を強行すれば、将来に大きな禍根を残すことになる。
　以上の理由から、「平和安全法制整備法案」「国際平和支援法案」両法案の審議について、
本議会は、下記事項を実現するよう強く要望する。

記

１　「平和安全法制整備法案」「国際平和支援法案」は、「憲法違反」との指摘もある「集
　団的自衛権の行使」を含む重要な法案であり、今通常国会会期中の成立に拘ることなく、
　地方公聴会開催など、多様な方法で国民に周知し、国民の十分な理解を得、国民の意見
　を反映させる手段を尽くすとともに、十分な審議時間をかけて、慎重に審議・決定する
　べきものである。

２　特に多岐にわたる「平和安全法制整備法案」は、10本をそれぞれの法改正案として個
　別審議をするべきである。

　　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　　平成２７年６月２９日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴鹿市議会議長　大　杉　吉　包
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